
不況の今だから、積極的に活用したい 

助成金は返済のいらない公的な資金、積極的に活用を！！ 

助成金徹底活用セミナー 
 

 

 

 ■日   時 ： 平成２１年６月１９日（金） １８：３０～２０：００ 

 ■会   場 ： 千本プラザ 中会議室 

         （沼津市本字千本1910-206 TEL 055-962-3313)    

 ■講   師 ： 小早川 すみゑ  社会保険労務士 

 ■受 講 料 ： 無料 

 ■対 象 者 ： 経営者またはそれに準ずる立場の方 

 ■定   員 ： １０名 

 ■内   容   （１）助成金の原資は会社が払った保険料？           

          （２）最新助成金情報 
      ①雇用調整の際に受給できる助成金 

       ②新規に人を雇入れるときに受給できる助成金         

       ③創業・異業種進出の際に受給できる助成金 

         ④定年を引き上げる等で受給できる助成金 

            ⑤育児関連の助成金 

         ⑥パートタイマー関連の助成金 

   （３）絶対に失敗しない助成金受給のコツ！ 

 第２１回 ㈱あい・マネジメントクリニック主催 

お

申

込

方

法 

(FAX) 055-981-7891までお申し込み下さい。 

  中小企業の人事労務コンサルティング ㈱あい・マネジメントクリニック(小早川社会保険労務士事務所) 

   〒411-0906 静岡県駿東郡清水町八幡181-3 澤田ビル1F 

   TEL 055-981-7890 FAX 055-981-7891 E-mail aiai-mc@lagoon.ocn.ne.jp 

  今後、配信停止を希望される場合はチェックを入れてご返信下さい ↑ 

 助成金とは条件に合い、所定の手続をすれば必ずもらえる公的な資金であり、仕入れ費用や経費がか

かりません。もちろん、融資ではないので、返済の必要がありません。 

 厳しい雇用情勢を改善するための施策として、厚生労働省が昨年末より助成金の新設・拡充を進めて

います。雇用調整による休業等の際に活用したい「中小企業緊急雇用安定助成金」など金額的にも非常

にメリットの大きい助成金もあります。ただし、助成金は申請しなければ１円も受給できません。 

本セミナーでは、助成金の最新情報をご説明すると共に、失敗しない助成金受給のコツも伝授します。 

  

 ● 試行雇用すると･･････４万円／月×最大３ヵ月（最大で１人につき１２万円）      

 ● 若い人を正社員として雇うと･･････最大１００万円    

 ● 就職困難者を雇うと･･････９０万円／人（一般労働者） 

 ● ６５歳以上の高齢者を雇うと･･････９０万円／人 

希望者の方を対象に、セ

ミナー終了後、無料助成

金相談を行います。 

事前にお申込み下さい。 

（予約制） 

あきらめていませんか? 必ず受給できる助成金があるはずです！！ 

こんな時は助成金を受給できるチャンス！ 

会 社 名  業        種  

ご 氏 名  お 役 職 名  

お電話番号  F A X 番 号 

E ‐ m a i l   従 業 員 数 人  

 


